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１．試行の目的について 

 

建設コンサルタント業務等に関する調達方式の適切な選定等の考え方及び各方式の運

用等については、「「建設コンサルタント業務等におけるプロポーザル方式及び総合評価落

札方式の運用ガイドライン」の改正について」（平成２３年６月３０日付け国地契第１６号、国

官技第１０５号、国営整第６２号、国北予第８号）及び「「建設コンサルタント業務等における

プロポーザル方式及び総合評価落札方式の運用ガイドライン」の一部改正について」（平成

２５年４月１日付け国地契第４号、国官技第１８号、国営整第１５号、国北予第９号）に基づき

実施されているところある。 

 

今般、クローズアップされている、 プロポーザル方式の適切な選定をはじめとする、「業

務内容に応じた適切な発注方式の選定」及び事務の簡素化と併せて技術者成績の配点ウ

エイトを拡大し、品質を確保する「技術者評価を重視した選定」といった、２つの課題への対

応について、平成２６年２月２８日に開催された「調査設計等分野における品質確保に関す

る懇談会」（座長：小澤一雅東京大学大学院工学系研究科教授）に提案を行ったところ、平

成２６年度に試行を実施し、評価したうえで、本格導入を検討することが了承された。 

 

これを踏まえ、本実施要領は、試行の具体的な内容と進め方、評価に必要なデータ類を

予め示し、より円滑に実施されることを目的とするものである。 
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２．試行１ 業務内容に応じた適切な発注方式の選定について 

 

 

１）対象業務 

  河川事業、道路事業、地質調査、測量調査で発注される全業務 

    ※ 都市事業、下水道事業、建築は、当面、見直しを行わないため、試行対象外。 

 

 

２）試行の内容 

 ・上記４事業毎に示す「図１ 【Ｈ２６試行】発注方式選定表」に基づき、適切な発注方式を

選定する。この選定の際には、発注担当課長は、業務内容との整合性を十分確認するも

のとする。 

    

 ・試行は、平成２６年６月１６日以降に公示される業務全件を対象とする。 

 

 

３）試行業務の評価 

  試行結果の分析等に必要なデータを収集するため、以下の調査を実施する。 

 

【業務公示段階の調査】 

 ・「【Ｈ２６試行】発注方式選定表」に対応した業務区分等を１ヶ月（１日～月末）ごとに整理

し、大臣官房技術調査課へ翌月１５日までに提出（「様式１－①業務公示段階の調査」の

欄に記載）。 

 

【契約後の調査】 

 ・入札結果に関する調査（「様式１－②契約後の調査」によるが、提出時期は別途指示）。 

 

【業務成績評定点の調査】 

 ・業務成績評定点及びその詳細内訳の調査（「様式１－③業務成績評定点の調査」による

が、提出時期は別途指示）。 
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図１ 【Ｈ２６試行】発注方式選定表 

 

※本発注方式選定表は、業務内容と発注方式の関係を模式的に示したもので、発注量

を示したものではない。 

 

 

【河川事業】 
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構想力･応用力

価格競争

施設点検調査②
【標準的な調査】

耐震性能照査③
【簡易式による判定を行う業務】

河川台帳作成

河川景観設計②
【以下を含まないもの】

・景観上の制約
・設計前のデザインの比較検討
・検討委員会の運営

洪水予測システム検討
治水経済調査②

【統計データを用いた集計】

環境管理基本計画

環境アセスメント②
【追加調査及び取りまとめ】

事業評価
河川整備基本方針

河川整備計画
河道計画検討

施設健全度調査②
【標準的な調査】

自然再生計画検討

特殊構造物 予備・詳細設計

（樋門・樋管・排水機場等以外）

プロポーザル方式

氾濫解析②
【既存の解析モデルによる再現又は予測計算】

水文観測③
【標準的な観測手法に

よるもの】

水文データ照査検討

総合評価落札方式

河川水辺の国勢調査

河川構造物 詳細設計

（樋門・樋管・排水機場等）

河川構造物 予備設計②
（樋門・樋管・排水機場等）
（標準積算基準対象施設）

境界線上のものを分割 プロポへ移動等 新規に追加総合評価へ移動等

河川構造物 予備設計①
（樋門・樋管・排水機場等）

（標準積算基準対象施設以外）

氾濫解析①
【解析モデルの構築又は改良、高度化】

治水経済調査①
【基準の見直し、新基準の検討】

環境アセスメント①
【企画立案から実施するもの、

方法書作成等】

危機管理時の体制・対応等の検討
（危機管理演習を含む）

河川景観設計①
【以下のいずれかを含むもの】

・景観上の制約
・設計前のデザインの比較検討
・検討委員会の運営

水文観測②
【高度な観測手法を用いるもの

（ADCP計測による観測（解析を含まないもの）等）】

水質観測②
【水質調査（採水・水質分析のみ）（プランクトン同定を除く）】

水質観測①
【微量化学物質調査等の精度管理を行うもの、
水質調査（その他、プランクトン同定を含む）】

耐震性能照査②
【静的解析・動的解析を含むもの

（大規模構造物等以外）】

総合土砂管理計画の検討

河川環境情報図
の作成

総合治水に関する検討

水循環に関する検討

生態学的な検討

維持管理計画検討

その他技術的に高度な業務

耐震性能照査①
【静的解析・動的解析を含むもの（大規模構造物等）】堤防・護岸設計③

【現地条件変更による修正設計、

小構造物設計図集に掲載の
構造物の数量、図面作成】

価格競争へ移動等

水文観測①
【ADCP計測、画像解析等

を用い解析を含むもの】

堤防・護岸設計②
【標準的な設計（浸透流解析等の検討を含む）】

堤防・護岸設計①
【高度な軟弱地盤対策や調査・解析等の検討を含むもの】

施設点検調査①
【大規模構造物等、

高度な技術を用いるもの】

施設健全度調査①
【大規模構造物等、

高度な技術を要するもの】

【Ｈ２６試行】
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【道路事業】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【測量調査】 

 

・

m

・

ｯ

構想力 ・ 応用力

プロポーザル方式

総合評価落札方式価格競争方式

定期点検結果の診断

道路予備設計（用地幅決定）

構造物詳細・補修設計（一般）

道路予備設計（中心線決定）

事業評価②
【交通量予測結果に基づき便益計算のみ行うもの】

防災対策検討
【工法検討を行うも
の、委員会運営伴う
もの】

環境基礎調査（文献・現地調査等）②
【補足・継続調査】

交通安全・渋滞対策等検討
【事故分析、渋滞分析、
委員会運営】

道路・交通等現況分析①
【マニュアル等で手法が決まっているものを除き、調査計画、企画立案を伴うもの等】

道路・橋梁等構造物景観設計

道路網整備計画検討

定期点検、緊急点検

交差点設計（一般）

道路詳細設計（修正）

環境調査【常観等定型的調査】

交通量観測

各種資料作成他

構造物予備設計（一般）

環境アセスメント②
【調査項目の追加補足調査及びそのとりまとめ】

道路・交通等現況分析②
【マニュアル等で手法が決まっているもの】

構造物予備設計（大型・特殊）

道路概略設計（路線比較検討、最適路線選定）②
【既存ルートの部分的見直し】

道路概略設計（路線比較検討、最適路線選定）①
【新規にルーティングを行うもの等】

構造物詳細・補修設計（大型、特殊）

事業評価①
【全体計画を含むもの等】

環境基礎調査（文献・現地調査等）①
【企画立案から実施するもの、貴重種を含むもの】

交差点設計（大規模立体）

交通需要予測検討

整備効果分析検討
【データ収集、簡易な分析のみ】

整備効果分析検討
【企画立案から実施するもの、
委員会を運営を伴うもの】

環境アセスメント①
【企画立案から実施するもの、方法書作成等】

水文調査（分析等含む）

境界線上のものを分割 プロポへ移動等 新規に追加

防災対策設計
【詳細設計のみ】

交通安全・渋滞対策設計
【予備・詳細設計のみ】

交差点設計（立体）

総合評価へ移動等

整備効果収集・整理
【データ収集、簡易な分析のみ】

道路詳細設計（一般）
【新規に実施するもの
構造物を含むもの】

ＰＩプロセス 社会実験実施

【Ｈ２６試行】

・

m

・

ｯ

構想力 ・ 応用力

プロポーザル方式総合評価落札方式

価格競争方式

基準点測量※ 土地区画整理測量

数値図化（デジタルマッピング）

画像解析／計測／判読②
【計測を主とするもの】

データ共有／総合GIS

地籍測量

現地測量（地形測量）

水準測量※

定期縦横断測量

地図編集

【Ｈ２６試行】

既成図数値化

深浅測量②
【標準的なもの】

一筆調査（E工程）

各種台帳作成②
【地形測量を主とするもの】

深浅測量①
【高い精度を求めるなど技術的に高度なもの】

空中写真測量

航空レーザ測量

GIS/CADデータ化

写真地図作成（デジタルオルソ）

航空レーザ測量（応用解析含む）②
【応用解析を含むもの】

都市計画図

基盤地図情報作成

地図編集（特殊ケース）

境界線上のものを分割 プロポへ移動等 総合評価へ移動等 価格へ移動等

その他の応用測量②
（主題図データファイル作成）

【計測を主とするもの】

移動計測車両による測量②
【計測を主とするもの】

用地測量※

路線測量

復旧測量

航空レーザ測量（応用解析含む）①
【応用解析を含んだ上で使用目的に

後工程（GIS、3次元地形等）があるもの】

画像解析／計測／判読①
【判読を主とするもの。また、使用目的に
後工程（GIS、3次元地形等）があるもの】

その他の応用測量①
（主題図データファイル作成）

【解析のための判読を主とするもの】

修正測量

各種台帳作成①
【地形測量と調書を主とするもの以外】

移動計測車両による測量①
【応用解析を主とするもの。また、使用目的に

後工程（GIS、3次元地形等）があるもの】

河川測量※ 地籍測量①
【国土調査法第10条2項による作業】

地籍測量②
【国土調査法第10条2項による作業を除く】

水文観測③
【標準的な観測手法によるもの】

水文観測②
【高度な観測手法を用いるもの

（ADCP計測による観測（解析を含まないもの）等）】

水文観測①
【ADCP計測、画像解析等
を用い解析を含むもの】

※印の工種は、現地等の
条件が通常の仕様で実施
できない場合は、総合評価
落札方式を選定すること。
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【地質調査】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・

m

・

ｯ

構想力・応用力

価格競争方式 総合評価落札方式

プロポーザル方式

トンネル変状調査・解析

地盤環境調査（とりまとめ）※

ボーリング調査（支持層確認、

改良チック等）

ボーリング調査
（設計、解析用）

耐震調査

計器設置及び観測作業（設置・観測のみ）

計器設置及び観測（計画～解析）

地下水調査（観測）

地盤環境調査（採取、分析）

軟弱地盤調査・検討（安定・沈下・液状化等）

地すべり対策工検討設計（地質解析を含む）

地表地質踏査及び資料収集

地質リスク調査検討

動的応答解析

防災点検

防災点検（総合診断）

地質調査計画策定

施工時計測管理地質総合解析

地盤環境調査（解析、対策検討）

土構造物等の点検

ボーリング調査（高

度安全管理、高品
質コア等）

地下水調査（とりまとめ） ※

物理（弾性波等）探査

地すべり対策工検討設計（地質解析を含まない）

地下水調査・解析（浸透流、広域地下水、渇水影響等）地下水調査（解析・検討）

※印の地下水調査（とりまとめ）、地盤環境調査（とりまとめ）につ
いては、以下のような場合などで、価格競争方式でも妥当である
内容も含まれるため、弾力的な運用を行うこと。

・地下水調査：既存の井戸等を利用した標準的な観測等では、
とりまとめ作業は価格競争でも十分な成果が得られる。

・地盤環境調査：有害物質（六価クロム）の試料採取・分析と観
測値とりまとめ（基準値内かどうかの判定）等の標準的な作業
は価格競争でも十分な成果が得られる。

【Ｈ２６試行】
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（地質調査参考） 

地質リスク調査検討 プロポ

予備設計・概略設計に先立ち地質リスクを抽出し設計上の留意
事項を検討し、明らかにする。既に実施されている予備・概略設
計に対し地質リスクを最小とする観点でセカンドオピニオンを与え
る。

地質リスク検討業務、基本設計の地質リスク照
査業務

地質調査計画策定 プロポ
地質リスクを踏まえ、事業目的に合致した適切で経済的な地質調
査計画を策定し、調査業務仕様書に反映させる。

地質調査計画検討業務

地表地質踏査及び資料収集 プロポ
土木地形地質図作成のための、高い知識と経験を有する技術者
による地表地質踏査と資料収集。

ダム周辺地質調査業務、原石山適地選定調査
業務、トンネルルート選定業務

防災点検（総合診断） プロポ
管内全域の防災点検結果に基づき、安定度を判断し、対策工の
必要性を総合的に診断・評価する。

道路防災診断業務、道路防災対策検討業務

地すべり対策工検討設計（地質
解析を含む）

プロポ
地すべり調査結果に基づき、地すべりの機構解析を行い、適切な
対策工の検討や設計を行う。

地すべり機構解析業務、地すべり対策検討業務

地下水調査・解析（浸透流、広域
地下水、渇水影響等）

プロポ
堤防等の浸透時の安定解析、および、トンネル・道路などの掘削
工事に伴って生じる広域の地下水障害に対する影響解析など。

堤防浸透点検業務、工事に伴う周辺地下水影
響調査検討業務、井戸枯れ検討業務、広域地
下水総合検討業務

軟弱地盤調査・検討（安定、沈
下、液状化等）

プロポ 軟弱地盤の対策工設計のための調査、解析、対策工検討。
軟弱地盤技術解析検討業務、盛土に伴う周辺
構造物影響検討業務、液状化予測図作成業務

トンネル変状調査・解析 プロポ
変状を生じたトンネルに対する地質調査、変状メカニズムの検
討、解析および対策工検討。既設トンネルへの工事影響検討。

トンネル変状調査検討業務、トンネル応力変形
解析業務、トンネル近接施工に伴う周辺構造物
への影響検討業務

動的応答解析 プロポ
耐震設計のための動的地盤応答解析を含む業務、および、盛土
等の土構造物の耐震性検討。

盛土耐震性検討業務、堤防耐震性照査検討業
務

地質総合解析 プロポ
ダムを始めとする重要構造物建設に際して、既存調査資料を網
羅した総合的な判断、見解を含む解析。設計用地盤条件及び物
性値の明示と、地質リスク評価。

ダム（トンネル、長大橋等）地質総合解析業務、
地質調査資料総合検討業務、開削工事地盤総
合検討業務

施工時計測管理 プロポ
高盛土、トンネル、大規模掘削等の施工時の計測と安定・沈下管
理を実施して安定性を判断し、施工に対する留意事項を与える。

道路新設に伴う計測管理業務

地盤環境調査（解析、対策検討） プロポ
調査結果に基づき、それに基づく地下水の流動解析、汚染経路
の特定、対策工の検討などを行う。

地盤汚染調査検討業務、地盤振動対策検討業
務、地下水汚染解析検討業務

ボーリング調査（設計、解析用）
総合評価
（1:2～1:3）

的確な地層断面図の作成と、予備・詳細設計あるいは解析のた
めの的確な地盤物性値ならびに設計用地盤条件を提案する。

地質調査業務、地質詳細調査業務

地下水調査（解析・検討）
総合評価
（1:2～1:3）

水文調査に加え数値解析、対策工検討を実施する。 トンネル水文調査解析検討業務

防災点検
総合評価
（1:2～1:3）

①落石・崩壊、②岩盤崩壊、③地すべり等の点検およびカルテ点
検。

道路防災点検業務、道路防災カルテ点検業務

地すべり対策工検討設計（地質
解析を含まない）

総合評価
（1:2～1:3）

地すべり調査結果に基づき、適切な対策工の検討や設計を行う。 地すべり対策検討業務

計器設置及び観測作業（計画～
解析）

総合評価
（1:2～1:3）

盛土、掘削などの工事や地すべりに伴う計器の設置計画と観測
計画の検討。

工事に伴う計器設置観測検討業務、地すべり観
測検討業務

耐震調査
総合評価
（1:2～1:3）

動的土質試験、PS検層など耐震検討のためのパラメーターを得
る調査・試験。液状化判定も含む。

耐震調査業務

地盤環境調査（とりまとめ）※
総合評価
（1:2～1:3）

土壌・地下水の採取・分析結果や地下水流動解析結果に基づき
対象エリア全体の汚染状況をとりまとめる。

土壌地下水汚染検討業務

ボーリング調査（高度安全管理、
高品質コア等）

総合評価
（1:1）

海上ボーリングや山地部のように慎重な安全管理や仮設に工夫
が必要なボーリングや、地すべりやダムのように高品質コアが要
求される地質調査。

地質調査業務（特殊仮設）、地すべり調査業務、
ダムサイト地質調査業務

地下水調査（とりまとめ）※
総合評価

（1:1）
水文観測結果のとりまとめ業務。 水文調査検討業務

物理（弾性波等）探査
総合評価

（1:1）
弾性波探査等の物理探査業務

トンネル弾性波探査業務、河川堤防物理探査
業務

土構造物等点検
総合評価

（1:1）
盛土、トンネル等の点検 盛土変状点検業務、トンネル点検業務

ボーリング調査（支持層確認、改
良チェック等）

価格競争
支持層の判定、軟弱層の厚さ確認などを目的とした標準貫入試
験込のボーリング。あるいは地盤改良後のN値確認等。

地質調査業務

地下水調査（観測） 価格競争 各種工事に伴う週へ地下水の観測作業。 水文観測作業

計器設置及び観測作業（設置・観
測のみ）

価格競争
盛土、掘削等の工事や地すべり観測に伴う計器の設置作業と
データ観測。計画策定は含まず。

工事に伴う計器設置及び観測作業、地すべり観
測業務

地盤環境調査（採取、分析） 価格競争 地盤環境業務における土壌・地下水の採取・分析作業。 土壌汚染分析業務

代表業務の例発注方式選定表上の業務名 業務内容
適切な

発注方式
の例
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３．試行２ 技術者評価を重視した選定について 

 

 

１）対象業務 

   総合評価落札方式（標準型）で発注すべき内容の土木関係建設コンサルタント業務の

うち、次の設計業務等から指定した試行規模件数を抽出する。 

    

【河川事業】堤防・護岸設計 

   

【道路事業】道路予備設計（用地幅）、構造物予備設計（一般）、 

構造物詳細・補修設計（一般）、道路詳細設計（一般）  

     

※ ただし、地質等においては、全体件数が少数なため、本要領では、試行対象 

としていないが、発注事務所等が自主的に実施することは否定しない。 

 

 

２）試行の内容 

  ・次ページ以降に示す手続きによることを原則とする。 

   ※本実施要領（案）に規定のない事項については、原則「建設コンサルタント業務等に 

おけるプロポーザル方式及び総合評価落札方式の運用ガイドライン」（以下、本省ガ

イドラインと言う）によるものとする。 

 

   ・試行件数は、本試行２の対象業務のうち、平成２６年６月１６日以降に公示される業務

の概ね２割程度（事業毎）とする。 

 

 

３）試行業務の評価 

  試行結果の分析等に活用するため、以下の調査を実施する。 

 

【「試行２」対象業務の調査】 

 ・総合評価落札方式（標準型）で発注すべき内容の、上記対象業務に該当する全ての業

務について、業務名等を記載し大臣官房技術調査課へ６月１３日までに提出（「様式２－

①「試行２」対象業務の調査」の欄に記載）。 

 

【契約後の調査】 

 ・入札結果に関する調査（「様式２－②契約後の調査」によるが、提出時期は別途指示）。 
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【業務完了後の調査】 

 ・業務成績評定点及びその詳細内訳の調査（「様式２－③業務完了後の調査」によるが、

提出時期は別途指示）。 

 

【受発注者双方へのアンケート調査】 

 ・「様式２」に記載された業務のうち、試行２対象業務についてのみ実施。 

 ・「【Ｈ２６試行２】技術者評価を重視した選定に関するアンケート（発注者用及び受注者

用）」によるが、提出時期は別途指示。 
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平成２６年度 試行２（技術者評価を重視した選定）の実施手続きについて 

２－１ 具体的な実施手順 

本省ガイドラインにおける「総合評価落札方式（標準型）の実施手順」の通りとし、変更し

ない。 

 

２－２ 審査・評価に関する基本的な考え方 

（１）配点の基本的考え方 

○ 参加表明者（企業）や予定技術者の「資格・実績等」よりも「成績・表彰」の配点割合

を高くする。ただし、「成績・表彰」を重視しすぎることにより企業の新規参入や若手

技術者の起用を阻害しないよう配慮する。 

○ 参加表明者（企業）の評価よりも予定技術者の評価を重視する。 

 

（２）指名段階における配点 

○ 本省ガイドラインの通りとし、変更しない。 

 

（３）入札段階における配点 

○ 予定技術者の「実績等」「成績・表彰」及び「実施方針」に対する評価ウェイトは、

「図２ 技術者評価の基本的な考え方」による。 

 

（４）設計共同体に対する審査・評価 

○ 本省ガイドラインの通りとし、変更しない。 

 

（５）選定・指名者数の基本的な考え方 

○ 本省ガイドラインの通りとし、変更しない。 
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平成２６年度総合評価落札方式（標準型）にて発注すべき業務の分類 

右記以外の全ての業務 

試行業務 

対  象 

【河川事業】 堤防・護岸設計 

【道路事業】 道路予備設計（用地幅） 

         構造物予備設計（一般） 

構造物詳細・補修設計（一般）  

道路詳細設計（一般）  

試行件数 対象業務の概ね２割程度 

 

※配点イメージは従来通り 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 技術者評価の基本的な考え方

実施方針

技術者
の実績

等
価格点

50％50％

5～10％ 40～45％

技術者の成績・表彰
※表彰の配点は変更しない

実施方針

※評価テーマは設定しない 

※価格点と技術点の割合は総合評価落札方式（１：３）の 

配点イメージと同様 

 

技術者

の実績

等 
実施方針

技術者 
の成績 
表彰 

評価テーマ 

5～10% 15～20% 12.5～25% 50～62.5% 

 25% 75% 

価格点 

（１：３の配点イメージ） 

 

技術者
の実績
等 

実施方針

技術者の
成績
表彰

評価テーマ

7.5～15% 18～25.5% 15～30% 37～52% 

 33% 67% 

価格点 

（１：２の配点イメージ） 
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２－３ 試行業務における具体的な審査・評価について 

（１）入札説明書 

手続き開始の公示を行う際に交付する入札説明書（通常指名の場合においては指

名通知）において明示すべき事項を以下に示す。 

１．手続き開始の公示日 

２．契約担当官等 

３．業務の概要 

（１）業務名 

（２）業務の目的 

（３）業務内容 

（４）主たる部分 

（５）再委託の禁止 

（６）成果品 

（７）履行期間 

（８）電子入札 

（９）その他 

４．指名されるために必要な要件 

（１）入札参加者に要求される資格 

（２）参加表明書に関する要件 

（３）入札参加者を指名するための基準 

５．参加表明書の提出等 

（１）作成方法 

（２）関連資料 

（３）提出期限、提出場所及び提出方法 

６．非指名理由について 

７．入札説明書の内容についての質問の受付及び回答 

８．総合評価に関する事項 

（１）落札者の決定方法 

（２）総合評価の方法 

（３）技術評価点を算出するための基準 

９．技術提案書の提出等 

（１）作成方法 

（２）技術提案書の無効 

（３）実施方針・業務フロー・工程表その他 

（４）提出期限、提出場所及び提出方法 

（５）既存資料の閲覧 

（６）実施方針に関するヒアリング 

（７）履行確実性に関するヒアリング 
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（８）公示時点での予定管理技術者の手持ち業務（契約件数○件・契約金額○円）に関するヒアリング 

  （手持ち業務とは、管理技術者又は担当技術者となっている他の業務を指す。） 

１０．入札及び開札の日時及び場所 

１１．入札方法等 

１２．入札保証金及び契約保証金 

１３．開札 

１４．入札の無効 

１５．手続きにおける交渉の有無 

１６．契約書作成の要否 

１７．支払条件 

１８．火災保険付保の要否 

１９．苦情申し立てに関する事項 

２０．関連情報を入手するための照会窓口 

２１．その他の留意事項 

 

※本省ガイドラインＰ３３～Ｐ３４からの変更事項 

・下線部を追加 

・評価テーマに関する部分を削除 

 

 

 

（２）指名段階での技術評価 

本省ガイドラインの通りとし、変更しない。
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（３） 入札段階での技術評価 

入札参加者により提出された技術提案書等について評価する。以降に、評価基準及

び評価ウェイト例を示す。 

 

※ 予定管理技術者を対象に必ずヒアリングを実施すること。ヒアリングにあたっては、事前に提

出された実施方針等の技術提案の内容及び予定管理技術者の過去の実績や業務理解度、業務実施

手順について確認するものとする。 

  なお、その際、予定管理技術者の手持ち業務（契約件数○件、契約金額○円）についても聴き

取りを行うものとする。 

   また、試行業務においては、本省ガイドラインＰ４２～Ｐ４３における「イ 必要に応じて設

定する項目」は、原則として設定しないものとする。 

 

試行業務の入札段階における評価基準及び評価ウェイトの設定例 

 

【①予定管理技術者の評価】 

評価項目 
評価の着目点 

評価ｳｪｲﾄ 
 判断基準 

予
定
技
術
者
の
経
験
及
び
能
力 

資
格
・
実
績
等 

管
理
技
術
者 

専
門
技
術
力 

業 務 執

行 技 術

力 

過去○年間の同種又

は類似業務等の実績

の内容【過去 10 年を

基本とする。件数を評

価する場合はその旨

を記述する。】 

下記の順位で評価する。 

① 平成○○年度以降【標準として過去 10

年】公示日までに完了した同種業務の実

績、過去に○○○○に関する研究実績、

又は過去に同種業務をマネジメントした

実務経験がある。 

② 平成○○年度以降【標準として過去 10

年】公示日までに完了した類似業務の実

績、又は過去に類似業務をマネジメント

した実務経験がある。 

【注１：業務内容に応じて適宜設定するこ

と。業務実績は国、都道府県、政令市の実

績について評価対象とすること。（なお、市

町村、高速道路会社等の実績についても、

上記と同等のものについては評価する） 

注２：管理技術者あるいは担当技術者（又

は定めのない場合はこれに準ずる技術者と

して従事した者）として従事した実績を評

価対象とする。 

注３：〔参考８〕に同種・類似業務の取扱事

例について示す。】 

10% 

(5%～10%)
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評価項目 
評価の着目点 

評価ｳｪｲﾄ 
 判断基準 

予
定
技
術
者
の
経
験
及
び
能
力 

成
績
・
表
彰 

管
理
技
術
者 

専
門
技
術
力 

業 務 執

行 技 術

力 

過去○年間に担当し

た業務の業務成績【過

去４年を基本とし、十

分な競争性を確保す

る観点から、成績デー

タの蓄積の度合に応

じて、対象業務の拡

大、細分化や年数の延

長ができるもの（最大

８年）とする。】 

平成○○年度から○○年度末まで【標準と

して過去４年】に完了した業務について、

担当した国土交通省及び内閣府沖縄総合事

務局開発建設部（○○を除く）発注業務の

同じ業種区分の平均技術者評定点を下記の

順位（案）で評価する。 

 

① ○○点以上 

② ○○点以上○○点未満 

…  

  ○○点未満 

 

※業務成績は、１点刻みで評価することを 

原則とする。 

 

なお、成績評定を受けた国土交通省及び内

閣府沖縄総合事務局開発建設部（○○除く）

発注業務の業務実績がない場合には加点し

ない。 

【注１：業種区分とは、土木関係建設コン

サルタント、測量、地質調査、補償関係コ

ンサルタントとする。 

注２：管理技術者あるいは担当技術者とし

て従事した実績を評価対象とする。】 

40% 

(40%～45%)

過去○年間の技術者

表彰の有無【過去４年

を基本とする。各地方

整備局等に共通する

業務を、代表する地方

整備局等が発注する

場合については、他地

方整備局等の表彰も

当該地方整備局等の

表彰と同等に評価す

る。】 

平成○○年度から○○年度末まで【標準と

して過去４年】に完了した業務について、

担当した○○地方整備局発注（○○を除く）

の同じ業種区分の優秀技術者表彰の経験に

ついて、下記の順位で評価する。 

① 局長表彰の実績あり 

② 事務所長表彰の実績あり 

【注１：業種区分とは、土木関係建設コン

サルタント、測量、地質調査、補償関係コ

ンサルタントとする。 

注２：管理技術者あるいは担当技術者とし

て従事した実績を評価対象とする。】 

小計 50% 

 

※業務成績における評価（配点ウェイト）は、下表を標準とする。 

 

 

 

 

 

 

 

配点ウェイト

（対満点比）

７９点以上 1

７８点以上～７９点未満 ０．９５

７７点以上～７８点未満 ０．９０

７６点以上～７７点未満 ０．８５

７５点以上～７６点未満 ０．７０

７４点以上～７５点未満 ０．５５

７３点以上～７４点未満 ０．３５

７２点以上～７３点未満 ０．２０

７１点以上～７２点未満 ０．１０

７０点以上～７１点未満 ０．０５

６０点以上～７０点未満 ０

６０点未満 欠格

点　数　帯
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【②ヒアリング】 

ヒアリングを通じた技術者の評価、技術提案内容の確認結果は書面審査とあわせ

て「実施方針等」の項目に反映させる。 

なお、その際、予定管理技術者の手持ち業務量（○件、○円）についても聴き取

りを行うものとする。 

 

【③実施方針等】 

評価 

項目 

評価の着目点 
評価ｳｪｲﾄ 

 判断基準 

実
施
方
針
・
実
施
フ
ロ
ー
・
工

程
表
・
そ
の
他
※ 

業務理解度 ◎ 目的、条件、内容の理解度が高い場合に優位に評価す

る。 

50% 

実施手順 ◎ 業務実施手順を示す実施フローの妥当性が高い場合に

優位に評価する。 

◎ 業務量の把握状況を示す工程計画の妥当性が高い場合

に優位に評価する。 

その他 ◎ 業務に関する知識、有益な代替案、重要事項の指摘が

ある場合に優位に評価する。 

○ 地域の実情を把握した上で、業務の円滑な実施に関す

る提案があった場合には評価する。 

◎：原則として設定する項目  ○：必要に応じて設定する項目 

※実施方針・実施フロー・工程表・その他の記述量は原則Ａ４・１枚とし、業務内容に応じてＡ４・

２枚までとすることができる。 

 

合計 100% 

 


